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１ 件 名  都市公園における就労継続支援A型事業所等の占用について 

 

 

 

２ 趣 旨 平成２９年６月施行の都市公園法の改正により、保育所その他

の社会福祉施設であって、政令で定めるものについて、技術的

基準を満たす場合には、公園管理者は占用を許可することがで

きるようになりました。今回、北区幸町地内の下石井公園内に

一般社団法人岡山障害者文化芸術協会が運営する予定の就労

継続支援A型事業所等の占用を許可することとしましたのでお

知らせいたします。 

 

 

 

３ 備  考 参考資料（都市公園における就労継続支援A型事業所等の占用に

ついて） 

        
 



都市公園における就労継続支援A型事業所等の占用について
○ 平成29年６⽉施⾏の都市公園法改正により、保育所その他の社会福祉施設で政令で定めるものに該当し、

技術基準等に適合する場合には、占用許可を与えることが可能になりました。
○ 今回、北区幸町地内の下⽯井公園内に、⼀般社団法⼈岡⼭障害者⽂化芸術協会が運営する就労継続支援A

型事事業所等の占用を許可することをお知らせいたします。
都市公園法施⾏令で定める保育所その他の社会福祉施設⼀覧

※今回占用許可を出す施設

〇設置場所
下⽯井公園（北区幸町） ⾯積【0.88ha】

〇施設概要
占用⾯積【約615㎡】
施設概要【就労継続支援A型事業所、就労移⾏支援事業所、障害者の美術品展⽰スペースなど】

今回の設置場所と施設概要



下⽯井公園内に占用許可する就労継続支援A型事業所等の位置図

※就労継続支援A型事業所等
の設置場所



就労継続支援A型事業所等のイメージパース①



就労継続支援A型事業所等のイメージパース②



就労継続支援A型事業所等のイメージパース③


